
告
　
　
示

○
道
路
の
供
用
開
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
　
路
　
課
）

一

○
道
路
の
区
域
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

公
　
　
告

○
香
川
地
域
森
林
計
画
の
変
更
計
画
の
案
の
縦
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
み
ど
り
保
全
課
）

二

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出
（
二
件
）

（
土
地
改
良
課
）

○
香
川
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
中
止
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

三

●
香
川
県
告
示
第
六
百
八
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
十
二
月
五
日
か
ら
同
月
二
十
六

日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
高
松
牟
礼
線
（
三
十
六
号
）

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
五
日

（
第
九
三
九
五
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 96 号

平成 18 年

12月 5 日（火曜日）

一

平
成
十
四
年

香
川
県
告
示

第
六
十
一
号

九
・
〇

及
び
平
成
十

〜
　
　
　
　
　
二
五
三
　
五
年
香
川
県

五
二
・
八

告
示
第
八
十

一
号
で
変
更

し
た
区
域

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
十
二
月
五
日

●
香
川
県
告
示
第
六
百
八
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
十
二
月
五
日
か
ら
同
月
二
十
六

日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
高
松
牟
礼
線
（
三
十
六
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

二
・
八

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
八
二

一
一
・
二

一
三
・
八

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
七
九

四
五
・
七

一
〇
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
七
九

四
五
・
七

告

示

高
松
市
庵
治
町
字
鞍
谷
三
二
四
三
番
地

先
か
ら

高
松
市
庵
治
町
字
鞍
谷
三
二
五
〇
番
二

地
先
ま
で

高
松
市
庵
治
町
字
鞍
谷
三
二
一
七
番
五
地
先
か
ら

高
松
市
庵
治
町
字
鞍
谷
三
二
五
〇
番
二
地
先
ま
で

バ
イ
パ
ス
整

備
に
よ
る
旧

道
の
不
用
物

件
化



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
五
日

（
第
九
三
九
五
号
）

二

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
四
項
及
び
第
三
十
九
条
の
四
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
地
域
森
林
計
画
の
変
更
計
画
案
を
作
成
し
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
森
林
計
画
区
の
名
称

香
川
森
林
計
画
区

二
　
地
域
森
林
計
画
の
変
更
計
画
案
の
縦
覧
の
場
所
及
び
期
間

場
所
　
香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
保
全
課
、
香
川
県
東
部
林
業
事
務
所
、
香
川
県
西
部
林
業
事
務

所
及
び
香
川
県
小
豆
総
合
事
務
所
森
林
整
備
室

期
間
　
平
成
十
八
年
十
二
月
五
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
四
日
ま
で

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
川
郡

野
間
池
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　

退
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
山
西
　
敏
之
　
さ
ぬ
き
市
鴨
部
三
二
三
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
八
、
九
、
三
○

〃
　
　
　
日
吉
　
正
市
　
〃
　
　
　
寒
川
町
神
前
三
五
一
二
番
地
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
松
岡
　
義
博
　
〃
　
　
　
鴨
部
一
○
六
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
池
田
　
忠
夫
　
〃
　
　
　
〃
　
五
五
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
小
笠
原
敏
雄
　
〃
　
　
　
〃
　
五
六
○
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
鏡
原
　
正
博
　
〃
　
　
　
〃
　
九
六
九
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
小
池
　
　
保
　
〃
　
　
　
〃
　
一
一
七
四
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
桃
原
　
　
清
　
〃
　
　
　
〃
　
二
六
八
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
佐
藤
　
　
勝
　
〃
　
　
　
〃
　
三
三
一
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
玉
貴
　
正
之
　
〃
　
　
　
寒
川
町
神
前
三
三
七
四
番
地
二
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
谷
　
　
幸
夫
　
〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
二
九
二
八
番
地
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
寒
川
　
博
吉
　
〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
二
八
二
七
番
地
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
山
本
　
　
進
　
〃
　
　
　
造
田
乙
井
一
○
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
水
次
　
　
勉
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
一
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
細
川
　
和
夫
　
〃
　
　
　
鴨
部
二
五
○
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
井
原
　
穂
積
　
〃
　
　
　
〃
　
三
一
三
一
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
楳
垣
　
　
昭
　
〃
　
　
　
寒
川
町
神
前
三
三
五
四
番
地
二
　
　
　
　
　
〃

二
　
就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　

就
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
池
田
　
一
三
　
さ
ぬ
き
市
鴨
部
二
四
九
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
八
、
一
〇
、
一

〃
　
　
　
日
吉
　
正
市
　
〃
　
　
　
寒
川
町
神
前
三
五
一
二
番
地
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
小
原
　
清
明
　
〃
　
　
　
鴨
部
一
四
○
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
池
田
　
忠
夫
　
〃
　
　
　
〃
　
五
五
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
小
笠
原
敏
雄
　
〃
　
　
　
〃
　
五
六
○
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
秋
山
　
利
夫
　
〃
　
　
　
〃
　
四
四
九
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
石
川
　
一
弘
　
〃
　
　
　
〃
　
一
一
四
六
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
秋
友
　
　
博
　
〃
　
　
　
〃
　
三
二
六
八
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
佐
藤
　
　
勇
　
〃
　
　
　
〃
　
三
三
一
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
玉
貴
　
正
之
　
〃
　
　
　
寒
川
町
神
前
三
三
七
四
番
地
二
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
谷
　
　
幸
夫
　
〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
二
九
二
八
番
地
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
東
谷
　
英
雄
　
〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
二
七
九
八
番
地
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
鴨
井
　
　
勇
　
〃
　
　
　
造
田
乙
井
一
二
五
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
山
本
　
　
昇
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
一
○
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
鏡
原
　
　
等
　
〃
　
　
　
鴨
部
五
○
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
五
日

（
第
九
三
九
五
号
）

三

〃
　
　
　
藤
井
　
　
武
　
〃
　
　
　
〃
　
三
四
○
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
鹿
谷
　
明
弘
　
〃
　
　
　
寒
川
町
神
前
二
九
○
二
番
地
二
　
　
　
　
　
〃

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
豊
稔
池

土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　

退
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
細
川
　
　
博
　
観
音
寺
市
大
野
原
町
大
野
原
一
四
七
番
地
二
　
　
　
平
成
一
八
、
一
〇
、
一
四

〃
　
　
　
福
田
　
耕
三
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
一
三
〇
一
番
地
一
　
　
〃

〃
　
　
　
守
實
　
政
治
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
二
一
〇
八
番
地
　
　
　
〃

〃
　
　
　
篠
原
　
仁
志
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
一
七
〇
七
番
地
　
　
　
〃

〃
　
　
　
三
好
　
　
武
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
三
五
六
二
番
地
　
　
　
〃

〃
　
　
　
熊
谷
　
周
平
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
四
二
七
五
番
地
一
　
　
〃

〃
　
　
　
久
保
　
一
洋
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
四
五
四
二
番
地
　
　
　
〃

〃
　
　
　
合
田
　
利
與
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
五
〇
一
五
番
地
　
　
　
〃

〃
　
　
　
熊
谷
　
　
謹
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
五
一
〇
九
番
地
　
　
　
〃

〃
　
　
　
大
麻
伊
三
郎
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
六
五
〇
四
番
地
　
　
　
〃

〃
　
　
　
高
橋
　
季
夫
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
七
二
三
六
番
地
　
　
　
〃

〃
　
　
　
福
田
　
大
邦
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
萩
原
一
四
八
四
番
地
二
　
　
　
〃

〃
　
　
　
秋
山
　
計
廣
　
〃
　
　
　
柞
田
町
丙
五
九
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
高
橋
　
　
亘
　
〃
　
　
　
〃
　
　
乙
二
四
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
大
賀
　
利
和
　
〃
　
　
　
大
野
原
町
大
野
原
八
五
五
番
地
一
　
　
　
〃

〃
　
　
　
村
上
　
明
秋
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
二
九
〇
七
番
地
　
　
　
〃

〃
　
　
　
大
空
浩
治
郎
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
五
五
六
七
番
地
一
　
　
〃

〃
　
　
　
井
下
　
司
郎
　
〃
　
　
　
柞
田
町
丙
一
〇
九
九
番
地
一
　
　
　
　
　
〃

二
　
就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　

就
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
細
川
　
　
博
　
観
音
寺
市
大
野
原
町
大
野
原
一
四
七
番
地
二
　
　
　
平
成
一
八
、
一
〇
、
一
五

〃
　
　
　
石
川
　
　
豊
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
九
二
五
番
地
四
　
　
　
〃

〃
　
　
　
森
下
　
滋
行
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
中
姫
九
八
三
番
地
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
薦
田
　
通
夫
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
大
野
原
一
七
三
二
番
地
二
　
　
〃

〃
　
　
　
中
村
　
博
司
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
二
一
九
一
番
地
二
　
　
〃

〃
　
　
　
村
上
　
明
秋
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
二
九
〇
七
番
地
　
　
　
〃

〃
　
　
　
石
川
　
憲
章
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
四
六
九
〇
番
地
　
　
　
〃

〃
　
　
　
合
田
　
利
與
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
五
〇
一
五
番
地
　
　
　
〃

〃
　
　
　
熊
谷
　
　
謹
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
五
一
〇
九
番
地
　
　
　
〃

〃
　
　
　
大
空
浩
治
郎
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
五
五
六
七
番
地
一
　
　
〃

〃
　
　
　
大
西
　
芳
雄
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
六
九
五
五
番
地
　
　
　
〃

〃
　
　
　
大
福
　
秀
一
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
萩
原
七
〇
七
番
地
一
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
福
田
　
大
邦
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
一
四
八
四
番
地
二
　
　
　
〃

〃
　
　
　
秋
山
　
竹
雄
　
〃
　
　
　
柞
田
町
丙
九
一
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　

橋
　
清
久
　
〃
　
　
　
〃
　
　
乙
九
四
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
香
川
　
尚
弘
　
〃
　
　
　
大
野
原
町
大
野
原
七
九
五
番
地
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
大
平
　
力
司
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
三
六
八
三
番
地
一
　
　
〃

〃
　
　
　
大
麻
　
政
則
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
六
六
一
七
番
地
　
　
　
〃

〃
　
　
　
藤
川
　
薫
晴
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
萩
原
一
九
番
地
　
　
　
　
　
　
〃

平
成
十
八
年
十
一
月
七
日
香
川
県
公
告
（
香
川
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催
）
に
よ
り
、
平
成
十
八
年

十
二
月
二
十
一
日
（
木
曜
日
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
、
観
音
寺
市
坂
本
町
一
丁
目
一
番
七
号
三
観
広
域

防
災
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
開
催
す
る
こ
と
と
し
た
香
川
県
都
市
計
画
公
聴
会
は
、
公
述
の
申
出
が
な
か
っ

た
た
め
、
こ
れ
を
中
止
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀



平
成
十
八
年
十
二
月
五
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
五
日

（
第
九
三
九
五
号
）

四

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


